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１.駐車施設有効活用編について                      

 
 
 
 
 
 

「駐車施設有効活用編」は、既存駐車場の有効活用策立案のための手引きである。 
また、「総合駐車対策基本計画」策定時における駐車施設の有効活用に関する基本

的事項を定める際にも、活用するものとする。 
 
区市町村における駐車場有効活用策は、「案内誘導」と「有効活用」を地区の状況

に応じて、適切に組み合わせて実施することを基本とする。 

案内誘導については、広域での駐車場案内と目的地近傍での駐車場案内を同時に

実施することが効果的であるため、区市町村は、地区に応じた案内誘導策を検討す

る。なお、広域的な駐車場案内については、(財)東京都道路整備保全公社が運営する

「s-park」を活用したＩＴカーナビによる広域的案内誘導を基本とし、目的地近傍

での駐車場案内については、「名称表示等を可能とした駐車場案内標識」の設置を基

本とする。 
一方、地区固有の有効活用については、既存駐車場の有効活用による自動二輪車、

荷さばき車両の受け入れ、共通駐車券・共通プリペイドカード等の発行、違法駐車

防止条例に基づく啓発指導の強化など、駐車問題が発生している地区の状況に応じ

て、効果的な有効活用策を検討することとする。 

また、駐車場案内システムについては、区市町村の判断で導入し、システム計画

段階において、警視庁と十分な調整を図ることとする。 

 
 
 
 

既存駐車場が駐車場の機能を十分に発揮し、路上駐車の削減に資することを目的とし

て、駐車場の有効活用について具体的に検討を行うことが必要である。 
計画立案時の参考となるように、対策についての手続き等の概要を示す。 
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１.１ 既存駐車場の有効活用の必要性 
 

平成 3 年度の「駐車施設対策の基本方針」の策定後、東京都における駐車施設整

備は順調に進んでいる。また、その効果として、平成 2年度には約 23 万台あった都

内における瞬間路上駐車は、平成 17 年度には約 12 万台まで減少した。 

しかしながら、平成 12 年度以降も駐車場の整備は進んでいるにもかかわらず、路

上駐車台数は、平成 12 年～17 年にかけては横ばいで推移している。平成 18 年 6 月

の違法駐車取締り関係事務の民間委託の開始以降については、路上駐車の一層の削

減と駐車場利用率の向上が期待されるが、依然として路上駐車の問題は残っている。 

 

駐車場の整備が進んでいるにもかかわらず、路上駐車が、違法駐車取締り関係事

務の民間委託だけでは解決しない原因としては、以下のことが考えられる。 

① 駐車場が必要な地区において、駐車場整備が進んでいない 

② 利用率を高めるための対策の欠如 

③ 駐車場の案内情報の不足 

④ 入庫意識の欠如 

このうち、①については、引き続き、必要な地区において駐車場の整備を進める

ことが重要である。また、②については料金対策、③については案内誘導の高度化、

④については啓発活動等、地区における創意工夫により、既存駐車場を効果的に活

用することが必要である。 

 

特に、都内における平日の駐車場利用率が約 4 割（出典：(財)東京都道路整備保

全公社調査）であることを勘案すると、駐車場の整備だけで駐車問題を解決させる

ことには限界があり、今後は、駐車場利用を促進するための有効活用策を講じるこ

とが必要である。 
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１.２ 駐車場有効活用に関する東京都での取り組み 

（1）s-park 
「s-park」は、駐車場の有効活用と交通渋滞の解消を図ることを目的として、(財)

東京都道路整備保全公社が公益事業の一環として実施している、東京都内の総合駐

車場案内サービスである。駐車場位置情報約 4500 箇所、及び満空情報 900 箇所が登

録（平成 18 年 3 月現在）されており、ホームページ、携帯電話、カーナビで提供し

ている。年間アクセス件数は年々増加し、平成 17 年度には約 180 万件にのぼり、前

年度の約 90 万件から倍増している。さらに、平成 18 年 6 月からの違法駐車の取締

り関係事務の民間委託により、6 月の前後 3 ヵ月のアクセス件数は、1.45 倍となっ

ている。 

また、平成 16 年 10 月には、「駐車場情報に関するデータベース標準（案）」への

移行が完了したことで、情報提供方法の可能性が拡大されるとともに、ホンダイン

ターナビプレミアムクラブ、日産カーウイングス、トヨタ G-Book（予定）を通じて、

ＩＴカーナビ（スマートパーキング社会実験の施策名）への展開も行っている。 

東京都では、「s-park」とも連携して駐車場情報提供を拡充していくこととしてお

り、区市町村単位での積極的な参加により「s-park」の機能充実がさらに期待され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 TOP 画面・駐車場情報画面（地図）・詳細画面 
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（2）ＩＴカーナビ 
国土交通省が進めるスマートパーキングの一環として、東京都においては、平成

13 年度に渋谷地区での社会実験を実施した。その後、(財)東京都道路整備保全公社

の「s-park」運営後には、新宿、渋谷、池袋、丸の内、町田、吉祥寺においてＩＴカ

ーナビの試行を行い、平成 16年 10 月からは都内全域での利用が可能となっている。 

ＩＴカーナビに

関する行政からの

手続きは特にない

が、ＩＴカーナビで

情報を提供する場

合には、満空情報の

発信装置を駐車場

に設置する必要が

ある。 

 
 

図 実験システムイメージ       

（3）違法駐車防止条例に基づく取り組み 

違法駐車防止条例は、モデル条例案を基に、平成 3 年から警察庁及び警視庁が、

地方公共団体に要請して制定されたものである。 

その目的は、違法駐車を防止することにより、一般交通の用に供される道路空間

を確保するとともに、安全で快適な生活環境の維持向上に資することとしている。 

平成 17 年 3 月 31 日現在、条例制定自治体数は 326（199 市 12 区 105 町 10 村）と

なっており、東京都内においても、多くの区市で制定されている。 

また、違法駐車から迷惑駐車にまで、対象範囲を拡大している場合もある。 

一般的な実施内容は、以下のとおりである。 
○ 重点地域の指定 
○ 交通指導員（違法駐車防止指導員等）の選任 
○ 交通指導員による広報啓発活動及び指導・助言 
○ 重点地域等での巡回 
○ 違法駐車警告ステッカーの貼付 
○ 駐車場利用呼びかけのための駐車場マップの配布 
等 

制定前後での効果は大きく、今後とも継続して実施する必要があると考えられる。

また、今後は、様々な駐車対策と組み合わせて、より効果的に実施することが重要

である。 

位置情報サーバー 駐車場 
満空サーバー 

カーナビ 
プロバイダ 

嗜好情報の登録

最適駐車場の案内

満空情報

の収集 

定期的な駐車場 
情報の収集 

経路案内

嗜好情報を満たす

駐車場をリスト表

示
目的地の設定

目的地近傍の嗜好

情報に合った駐車

場の検索・結果の

提供 
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（4）駐車場案内標識に係わる道路占用許可基準の改正及び東京都屋外広告物条例の許可 
従来の駐車場案内標識は、「Ｐ」マークが表示されているだけで、駐車場選択に必

要な料金や利用時間などが表示されていないため、効果的に活用されていない可能

性があった。また、駐車場の至近距離に設置されているため、遠くからは小さすぎ

て場所が分からないなどの不便さもあった。 

こうした中、駐車場案内標識の唯一の占用者である(社)東京駐車協会をはじめと

して(財)東京都道路整備保全公社及び都市計画公共駐車場協議会加盟駐車場等で駐

車場案内標識の改善要望について検討を続け、それを基に道路管理者（東京都建設

局）、交通管理者（警視庁）及び屋外広告物所管部署（東京都都市整備局）と協議・

調整を行い、平成 15 年 2 月に、駐車場案内標識の占用及び表示内容等についての改

善を図った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こういった改善内容を基に、

平成 15年度には中央区において

特例許可に基づく試行を行い、

利用者アンケートにおいて好評

を得た。 

現在は東京都屋外広告物条例

も改正され、都内において設置

可能となっている。 
 
 
 

 

項目 改正内容 従前

設置区域 都内全域 警視庁が指定した18地域

設置距離及び本数 200mに8本以内 100mに4本以内

表示形式
「内照式」及び「高輝度表示
板」、電光表示形の満・空表
示を認める（改善）

反射式表示板、満空表示

表示板の大きさ 縦120㎝×横60㎝以内

本板
　縦60㎝×横60㎝
補助板
　縦30㎝×横60㎝（※１）

表示内容
右記の他に駐車場名、利用料
金、営業時間を追加

Ｐマーク、矢印、距離、満・
空表示

屋外広告
物条例の
特例扱い

表示内容の拡大
「駐車場名」「利用料金」
「営業時間」などを追加

※1：満・空表示を付設する場合は、縦60㎝×横60㎝

道
路
占
用
許
可
基
準

表 主な改正及び特例許可の内容

［改正前］ ［改正後］ 

図 改正前後の駐車場案内標識 
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２.有効活用策の検討                          

２.１ 案内誘導策の検討                       
東京都では、広域的な駐車場案内（広域案内）については IT カーナビによる駐車

場案内誘導、目的地近傍での駐車場案内（駐車場個別案内）については「名称表示

等を可能とした駐車場案内標識」の設置を、駐車場への案内誘導の基本とする。 
また、特定地区における駐車場への案内誘導（エリア案内）は、区市町村の個別の

判断で駐車場案内システムの導入や駐車場マップの作成により対応することとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「s-park」を活用した

ITカーナビによる駐車

場案内誘導システムに

より、駐車料金や車の

サイズといったドライ

バーの希望に合った駐

車場へ案内誘導する。

. 

東京都屋外広告物条

例に基づき、駐車場名

称や駐車料金などを表

示できる駐車場案内標

識を設置して、案内す

る。 

特定のエリアにおけ

る駐車場の位置や空き

情報を看板に掲示し

て、案内誘導する。 

また、付近の駐車場

マップを作成して、配

布し駐車場の位置を知

らせる。 

図 駐車場案内誘導策のイメージ 

 

  

駐車場マップ

●駐車場案内システム

●駐車場マップ 

●駐車場案内標識  ●交通指導員

●s-park 

●IT カーナビ 

 広域案内 

 エリア案内 

 駐車場個別案内 
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（1）広域的な案内策（広域案内） 

①「s-park」への加盟登録方法 
「s-park」への加盟登録は、情報提供を行いたい駐車場事業者が自ら行うことも

可能であるが、効果的な案内を実施するためには、地区全体での加盟登録が効果的

である。 

そのため、区市町村は、特に案内誘導を高度化したい地区において、駐車場事業

者と協議し、参加要請を行い、取りまとめた結果を基に(財)東京都道路整備保全公

社へ申し込むこととする。 

また、「s-park」では、平成 16 年 10 月に、国土交通省が推進する「駐車場情報に

関するデータベース標準（案）」への移行が完了したため、登録申請時のフォーマッ

トについては、それに準拠する（参考を参照）。 

 

②ＩＴカーナビによる情報提供の手続き方法 
ＩＴカーナビを用い駐車場の情報提供を行う場合は、満車によるうろつき交通を

防止するため、満空情報の発信装置を駐車場に設置する必要がある。 

満空情報の発信装置は、駐車場事業者が設置することになるが、武蔵野市のよう

に、駐車場事業者に対し、10 年間情報収集の協力をしてもらう代わりに、市から発

信機を貸与するなどの工夫により、発信装置の装着を進めている例もあり、区市町

村で実施する場合にも参考となる。 

区市町村は、満空情報の発信を行うべき地区において、各駐車場事業者に対して、

働きかけを行う。 

なお、満空情報についても、「s-park」においてデータベース化されることから、

具体的な接続方法等については、(財)東京都道路整備保全公社と個別の協議を行う。 
 
 

（2）目的地近傍案内（駐車場個別案内） 

①駐車場案内標識 
「駐車場案内標識」による目的地近傍での駐車場案内は、駐車場事業者の申請に

よる許可制となっている。 

区市町村は、駐車場の有効活用を図る地区において、各駐車場事業者に対する制

度や効果の説明を行うなどし、地区の道路網構成や交通量分布に応じた効果的な駐

車場案内標識の設置について、駐車場事業者と協議し、駐車場申請を促進させるこ

ととする。 

また、利用者の利便性を向上させるため、案内標識のデザインの統一を図ること

について、各駐車場事業者に対して働きかけを行うこととする。 
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②交通指導員による駐車場案内 
目的地近傍における駐車場案内について、駐車場案内標識とあわせて交通指導員

を配置し、駐車場案内を行うとともに、違法駐車車両に対する指導啓発を実施する。 
 

 

（3）駐車場案内システム（エリア案内） 
これまでに補助事業等により推進されてきた駐車場案内システムについては、加

盟駐車場数や地区特性によっては、効果が安定的ではないことも考えられるため、

東京都全域での標準とはせず、導入については従来通り区市町村の判断によるもの

とする。 

なお、駐車場案内システムは、交通管制システムとの整合を確保する必要がある

ことから、導入を検討する区市町村は、システム計画段階において警視庁と十分な

調整を図るものとする。
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２.２ その他の有効活用策の検討 
案内誘導以外の駐車場有効活用策については、共通駐車券の導入や既存駐車場の

自動二輪車や荷さばき車両への一部開放等の対策が考えられる。これらについては、

全国や東京都の区市においても、既に実施している事例があり、「総合駐車対策事例

集」で紹介するため、今後、有効活用策を検討する区市町村は、「総合駐車対策事例

集」も参考にし、地区の駐車問題に応じた効果的な対策を検討することとする。 

また、有効活用を図るべき地区では、各駐車場事業者に対して、有効活用策の実

施に向けた働きかけを行うこととする。 

なお、既に実施している有効活用策については、引き続き実施するが、案内誘導

策と組み合わせることで、より効果的になるような工夫についても検討することと

する。 

 

（1）駐車場料金に関する対策 
短時間駐車の無料化や料金単位の細分化、また、地域全体で利用できる共通駐車

券を発行することにより、ドライバーに駐車料金の割安感を与え、入庫意識を向上

させる。 

①共通駐車券の発行 

②短時間駐車の無料化 など 
 

（2）駐車場の利便性向上に関する対策 
スムーズな出入庫サービスの提供やバリアフリー化により、ドライバーの入庫意

識を向上させる。 

①駐車場ETCシステム 

②ユニバーサルデザイン駐車場の整備 など 
 

（3）自動二輪車、荷さばき車両への活用策 
今まで乗用車では有効に活用できていなかった既存駐車場内のスペースや道路高

架下を、自動二輪車や荷さばき車両へ開放することにより、周辺の自動二輪車の路

上駐車や、荷さばき車両の駐停車による交通混雑の削減を図る。 

①駐車場の一部開放 

②公共施設駐車場への荷さばき車両受け入れ など 
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参考                                 

 

１．駐車場有効活用に関する動向 
 

（1）駐車場案内・誘導に関する現状と課題 

①既存駐車場案内システム 
駐車場案内・誘導システムでは、主に路側案内板（駐車場案内板）によって情報

提供を行っている。この路側案内板は、各都市で様々な情報提供方式・内容を採用

しているが、基本的にはブロック案内、詳細案内、個別案内、補助案内の 4 段階に

より構成されている（総合駐車対策事例集・案内誘導策参照）。 
平成 17 年 3 月末現在、全国 62 箇所で導入されており、また、一部の地区では、

インターネットや携帯電話にも提供している。 

しかしながら、導入から 10 年以上を経過した地区の中には、更新費と事業効果の

関係から、更新を行わずに廃止する地区も現れている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、不特定多数の人に情報提供を行うことから、インターネットや携帯電話を

利用できない人でも、情報を入手できるといった利点がある一方、稼動時の課題と

しては、以下のものがあり、改善の必要性があると考えられる。 
［ 課 題 ］ 

□ 見る人は多い（約 90％※）ものの、参考にする人が少ない（約 10％※）。 

※資料：平成 12 年度駐車センサス個別課題調査結果より 

□ 案内先駐車場が車両サイズ制限等で入庫できない場合がある。 

□ 利用者の嗜好性・必要性に応じた駐車場が探せない。 

□ 案内板の設置場所でしか情報が得られない。 

□ 設置・維持管理・更新コストが高い（事業費は１地区あたり約 5.6 億円※）。  
※事例における総事業費の平均値

［駐車場案内システム］

札幌市 青森市 仙台市 四日市市 大津市 京都市

秋田市 山形市 福島市 枚方市 高槻市 茨木市

大阪市（船場） 大阪市（梅田） 堺市

水戸市 宇都宮市 高崎市 神戸市 神戸市（Ⅱ） 奈良市

草加市 さいたま市 千葉市 和歌山市

八王子市 川崎市 横浜市
（横浜駅周辺）

横浜市
（関内・伊勢佐木町周辺）

相模原市 藤沢市 岡山市 広島市 呉市

横須賀市 福山市 徳山市 高松市

丸亀市 松山市 高知市

甲府市 金沢市 富山市

長野市 松本市 静岡市 北九州市 長崎市 長崎市（Ⅱ）

静岡市（Ⅱ） 浜松市 岐阜市 長崎市（Ⅲ） 熊本市 鹿児島市

名古屋市 名古屋市（Ⅱ） 豊橋市

岡崎市

［駐車場誘導システム］

新宿地区 北九州地区

九州・沖縄（6）

北海道・東北（6）

関東（13）

東海・北陸・信越（13）

近畿（13）

中国・四国（9）
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②カーナビによる駐車場情報の提供 
ＶＩＣＳセンターを通じてＶＩＣＳユニット搭載のカーナビゲーションに情報提

供を行っている。駐車場情報は、主としてＦＭ多重放送により提供され、カーナビ

上に駐車場位置と満空情報が提供される。 

カーナビゲーションの累積出荷台数は、平成 18 年 3 月時点で 22,328 千台と急激

に増加し、有力な情報提供手段として考えられる。また、ＶＩＣＳユニットも、平

成 18 年 3 月時点で 15,017 千台と急激に増加している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図  カーナビゲーションの累計出荷台数      図  ＶＩＣＳユニットの累計出荷台数 
出典：国交省 HP（http://www.its.go.jp/ITS/j-html/ITSinJapan/navi.html） 

 
一方、ＶＩＣＳによる駐車場情報の提供は、道路交通情報とともに、ドライバー

が無料で利用できる反面、以下のような課題もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 ＶＩＣＳによる駐車場情報提供画面 

［ 課 題 ］ 
□ 一度に多数の駐車場（Ｐマーク）が表示されるので見づらい 
□ 利用者の嗜好性・必要性に合った駐車場を容易に検索できない 
□ 入庫制限のある駐車場がどうか分からず、駐車場まで走行しても入庫で

きない場合がある 
□ 対象地区が駐車場案内・誘導システム導入地区の一部に限定される 
□ 容量制限により、一部の駐車場のみを表示する場合がある 
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③駐車場案内システム以外の情報提供サービス 
現行の駐車場案内システムを補うために各種情報通信メディアによる提供が研究

されており、一部は実用化されているものもある。これらの新たなメディアの導入

事例は下表のとおりである。 
 
 

表 駐車場案内システムのデータを案内板以外のメディアで提供している事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省ホームページより作成   
 
 
 

メディア 概　　　　要 導入事例

携帯電話
（I-mode等の多機
能端末）

ＶＩＣＳ画像・イメージ情報
を用いて、移動中など、場所
に制限されないで情報を提供

東京都、仙台市、豊田市　など

ＣＡＴＶ
ネットワーク化された地域の
有線によるテレビ放送システ
ムを用いて情報提供。

岡崎市、豊田市、名古屋市
など

インターネット・
ホームページ

インターネット上に情報を掲
示し、自宅・会社等のバソコ
ン、パーキングエリアや道の
駅等に設置された端末機等で
情報を提供。

東京都、福島市、豊田市、岡山
市、広島市、高知市、北九州
市、長崎市　など

カーナビ
（ＶＩＣＳ）

ＶＩＣＳ対応カーナビ（車載
機）を搭載した車両を対象と
して、FM多重・ビーコンによ
る道路交通情報の提供

東京都、横浜市、藤沢市、名古
屋市、豊田市、大阪市　など
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（2）駐車場案内・誘導システムにおける国の動向 

①スマートパーキング社会実験の実施 
国土交通省では、駐車場整備は進捗しているものの、依然として路上駐車やうろ

つき交通等が未解決である現状を受け、既存駐車場ストックを十分に活用するため

の的確な駐車場案内が重要であるとの判断から、通信型カーナビを活用した新たな

駐車場案内策に関する社会実験（スマートパーキング社会実験）を実施している。 

従来の駐車場案内・誘導システムでは、「情報量の不足」、「視認性が悪い」等の課

題があり、利用者にとって必要な情報提供ができていない可能性があった。そこで、

車のサイズや利用者の嗜好条件を予め登録しておき、通信型カーナビを用いて、利

用時の目的地ごとに、利用者に最も適した駐車場を紹介し、カーナビの機能を用い

て誘導するシステム「スマートパーキング」を、平成 13 年度に東京都渋谷区をフィ

ールドとした社会実験を実施した。 

この実験を契機に、自動

車メーカーのホンダは実

用化を行い、サービスを開

始している。 

その後、平成 15 年度に

名古屋市における社会実

験、および平成 16 年度に

は、ITS 世界会議において

市民参加型の社会実験を

実施し、市民による体験試

乗イベントを行った。 

また、平成 17 年度には、

国土交通省道路局の重点

施策として位置付けられ、

実施施策として広く展開

されている。 

 

 
図 実験システムイメージ       

 
 
 
 

ＩＴ技術を活用した駐車場案内システムの特長 

 ドライバーの嗜好性や車両制限に応じた駐車場を抽出して案内が可能 

 カーナビの機能により、駐車場の入り口直近までの経路案内が可能 

 身障者等の交通弱者への対応など、きめ細かい情報提供が可能 

嗜好性：許容できる駐車料金、提携割引の有無、駐車場の構造などの「駐車場選択の好み」
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②駐車場情報に関するデータベース標準（案）の策定 
駐車場に関する情報には、場所や入り口を表す位置情報、料金や営業時間といっ

たサービス情報、満空情報など様々なものがある。 

こういった情報は、駐車場案内システムだけではなく、地図会社や料金精算機メ

ーカー、カーナビメーカー、大手駐車場事業者など、それぞれが独自に情報を収集

し、活用しているのが現状である。 

そのため、同じ駐車場にいくつものＩＤ番号が付与されることや、メーカーごと

にデータの表現やフォーマットが異なっているなどがあり、情報の流通が困難な状

況となっていた。 

そこで、国土交通省では、平成 15 年 12 月に駐車場事業に係わる民間事業者も交

えた中で「駐車場情報に関するデータベース標準（案）」を策定し、駐車場に関する

情報を統一的にすることで、様々な調査等で得られた情報を相互に利用できること

とした。 

「駐車場情報に関するデータベース」では、以下の 16 項目についてのルールや表

現方法、フォーマット等を定めている。 
 

表 駐車場情報に関するデータベース標準（案）で定義された項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

概　要

都道府県・市区町村・町丁目コード、地区コード、駐車場種別
コード及びシーケンシャルコード

中心 駐車場中心位置の緯度・経度

入口 駐車場入口位置の緯度・経度

正式名称、かな名称及び通称

駐車場の所在地

運用用途（時間貸し、月極、専用、荷さばき）別駐車可能台数

駐車場の構造・様式

入庫可能車両サイズ、重量等の制限事項

単位時間あたりの駐車料金、時間帯別の上限最大料金等

駐車場の営業時間及び定休日

駐車料金割引等の提携店舗名・割引条件、提携店舗までの徒歩距
離、パーク＆ライド割引の有無・割引条件等

身障者専用スペース、バリアフリー対応及びトイレの有無等

駐車場の電話番号

利用可能な回数券、プリペイドカード、紙幣等

法的分類（都市計画、届出、附置義務）

管理者・情報提供者の名称・連絡先、予約可否・予約時連絡先等
混雑状況 駐車場の満車、空車、混雑、休止等
空き台数 身障者専用スペースの空き台数等
情報更新時刻 情報の更新時刻

項　目

静的
情報

①駐車場ＩＤ

③名称

④所在地

⑤収容台数

⑥駐車場の形式

⑦車両制限

⑧駐車料金

②位置座標

⑨営業時間・定休日

⑩提携割引等

⑪駐車場の設備状況

動的
情報

⑯満空情報等

⑫電話番号

⑬決済手段

⑭法的分類等

⑮管理情報等


